
■ 本取り組みの目的

わが国の生乳生産者組織をめぐる事業環境は、この

数年間にわたり、かつて経験したことのないスピード

で変化している。このような変化を引き起こした要因

は、生乳生産（供給）基盤の脆弱化と牛乳・乳製品消費

の成熟化という、供給と需要の質的な変化が相互に影

響しあって生じた生乳市場の構造的変化に加え、酪農

制度・政策の改革にともなう乳価形成システム、生乳

流通構造および乳製品貿易ルールなどの変化である。

こうした中で、わが国酪農の発展的展開を期すため

には、生乳の生産から消費にわたる各般の中長期的課

題を整理するとともに、生乳の供給・流通の変化が製

造業や製品市場の動向に大きな影響を与えるという酪

農乳業の産業特性を踏まえて、生乳の供給・流通の主

体である指定団体等の生乳生産者組織が、中長期的課

題の解決においてどのような役割を果たすことができ

るのか、その役割を果たすためにどのような組織改革

が必要なのかについて検討することが重要である。

そこで本会議では、わが国酪農の中長期的課題を検

討するとともに、その具体的対応策、生乳生産者組織

が果たすべき役割とそのための組織対応の方向を明ら

かにすることとした。

■ 生乳生産者組織の事業環境の変化

本会でのこれまでの議論を通じて明らかとなった、

生乳生産者組織をめぐる事業環境の主な変化は次の通

りである。

（1）生乳生産基盤の構造的変化

1）酪農家戸数の減少と地域的偏在

2008年における酪農家１戸当たりの乳牛飼養

頭数は、ＥＵ諸国並みの63頭に達し、この40年

間に10倍を超える経営規模になった。しかし、

その過程において、数多くの小規模経営が廃業

を余儀なくされ、酪農家戸数は同期間で12分の

１程度に減少し、約２万４千戸となった。その

結果、地域によっては酪農家が孤立分散した状

況も出現しており、生乳流通や経営支援という

観点からみて、酪農経営の存続条件が極度に脆

弱化している場合も少なくない。仮に、今後と

もこの傾向が継続した場合、一部の地域や指定

団体では、早晩、地域酪農の存続が危ぶまれる

事態に至ることも予想される。

2）酪農経営の不安定な収益性

昨今の国際穀物市場での需給の混乱は、地球

温暖化問題や原油価格高騰による穀物のバイオ

燃料への利用拡大、新興国などでの穀物需要の

急増、気象変動にともなう穀物生産の不安定化、

主要生産国での在庫率の低下が誘発した穀物市

場への投機資金の大量流入など、これまでとは

異なった諸要因が複雑に絡み合って生み出され

た。最近になって、この需給の混乱は沈静化の

様相を呈しているものの、新興国などの堅調な

穀物需要、投機資金の過剰流動性などは、依然、

穀物の国際需給に影響を及ぼす構造的な要因で
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本会に専門委員会設置し

生乳生産者組織の中長期課題を検討へ
本会は生乳生産者組織が抱える中長期的な課題に対応するための方策の検討に向けた準備を進めている。今

後、本会理事会の下に「酪農基本問題委員会」（仮称）を設置し、「生乳生産者組織による中長期的課題への

対応方策（案）」の策定に向けた検討を始める。
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あり、輸入穀物に過度に依存した経営発展モデ

ルを追及してきたわが国酪農の将来は予断を許

さない。

3）酪農経営の大規模化と多様化

最近におけるわが国酪農の特徴は、かつて多

数を占めていた小規模な経営が激減し、残りの

経営において乳牛飼養頭数が漸増するという、

これまでの経営規模拡大過程と異なり、メガフ

ァームと呼ばれる企業型の大規模経営が少なか

らず登場し続けていることにある。また、チー

ズやアイスクリームなどの乳製品の自家製造・

販売を実施する酪農経営、酪農教育ファーム活

動や農家民宿・農家レストランを行う酪農経営

も着実に増加しており、今後ともその傾向が継

続すると予想される。

（2）生乳需要構造の変化

1）飲用牛乳市場の縮小と生乳用途の多様化

わが国の牛乳・乳製品の総需要量は、約1,200

万㌧（生乳換算、以下同じ）でこの数年間にわ

たりほとんど変化がみられない。一方、国内の

生乳生産量は、牛乳消費量の減少基調のなかで、

1996年度の866万㌧をピークに減少しており、牛

乳等向け生乳処理量が生乳生産量に占める割合

を示す、いわゆる「市乳化率」は低下の一途を

辿っている。こうしたなかで、国産生乳市場の

拡大・安定を図るため、政策的支援の下、輸入

乳製品との代替が困難な液状乳製品、さらには

消費の伸びが引き続き期待される国産チーズの

生産振興が積極的に進められ、これらの用途に

向けた生乳取引量の拡大が図られてきた。

2）牛乳・乳製品の低脂肪化

近年における食料消費性向の一つに食品の低

カロリー化があり、欧米諸国では牛乳・乳製品

が健康増進に寄与する条件として低脂肪化が進

んでいる。わが国においては、乳業メーカーに

よる牛乳・乳製品の差別化、ＰＢ製品など低価

格競合製品への対抗、乳資源の効率的利用など

の観点から、牛乳やはっ酵乳類の低脂肪化が急

速に進展しており、これが生乳の需給構造を規

定する要因として大きな問題となりつつある。

とくに、急激な市場拡大を示している成分調整

牛乳と成分無調整牛乳とは、牛乳市場で競合関

係にあり、製造コストにおいて優位にある前者

が後者の消費需要を蚕食するとともに、価格引

き下げ圧力となっている。

（3）生乳の取引と流通の変化

1）政策価格の廃止と加工原料乳の価格形成

「不足払い法」の一部改正（2000年度）にと

もなう政策価格（基準取引価格、保証価格）の

廃止により、加工原料乳価も飲用乳価と同様に、

指定団体と乳業者との相対取引によって決まる

ようになった。これを契機に、乳製品の基幹工

場が立地し、年間を通してほぼ安定的に加工原

料乳が供給され乳製品が製造される北海道の場

合には、引き続き安定的な加工原料乳価が形成

されるが、飲用原料乳の余剰乳として、季節限

定的で小規模に加工原料乳が供給され乳製品が

製造される都府県における加工原料乳の価格形

成は極めて不安定になっており、実質的な加工

原料乳の受乳拒否、指定団体による「余乳」の

製造委託が恒常化している。こうしたなか都府

県では、加工原料乳の発生を忌避する傾向が強

まっており、原料において乳製品との代替可能

な中間用途の生乳取引への移行（液状化等）が

推進されてきた。同時に、指定団体による生乳

の用途別取引のあり方が生産者のプール乳価に

強く反映されるようになった。

2）乳業工場の再編統合

指定団体創設以来の念願であった「配乳権」

の集約化が進展し、生乳流通コストの削減と域

内平準化、需給調整の効率化、生乳取引に係る

事故の危機管理体制の整備などが徐々に達成さ
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れつつある。しかし、生乳供給力の地域間格

差の拡大や生乳の用途別需要量の変化、さら

に乳業工場の再編統合の進展などにより、生

乳流通はさらに広域化し複雑化している。わ

が国の飲用牛乳工場数は、この30年間に中小

規模工場の急速な減少により半減したが、近

年においてもその減少傾向は持続している。

さらに、都府県にあっては、乳製品工場の相

次ぐ廃止、余乳処理施設の老朽化と規模縮小

などが進んでいる。

（4）乳製品市場の不安定と国内での在庫調整

１）乳製品市場の不安定性

今次のＷＴＯ交渉（ドーハ・ラウンド）に

おいて議長提案された「階層別関税削減」の

最高層が75％超であることからもわかるよう

に、国際貿易交渉における乳製品の関税引き

下げ圧力が今後一層強まることが危惧される。

しかし、一昨年の秋以降、国際乳製品市場で

バターの需給がひっ迫し、その輸入価格が高

騰した。一方、国産乳製品市場においては、

世界的な資源・食料価格の乱高下やそれに起

因する国内生乳生産の停滞などにより、需給

ギャップの振れ幅が拡大している。

２）乳製品の在庫調整リスクの増大

わが国政府が主導した乳製品の在庫調整策

は、不足払い法制下において急速な成長を遂

げた酪農の生乳供給圧力によって1970年代末

に破綻した。これを受けて79年に生乳生産者

による生産調整が開始されたものの、生乳生

産の硬直的特徴を反映して、需要の変化に弾

力的に対応することができず、乳製品の過剰

と不足を繰り返してきた。結果として、乳製

品の過剰在庫に伴う経済的リスクは、その在

庫を保管する乳業者と過剰在庫問題を解消す

るための費用を支払う生乳生産者とが相互補

完的に負担するという構造が形成されている。

■ 今後検討すべき課題

本会議では、生乳生産者組織をめぐる事業環境の

変化を踏まえて、今後検討すべき課題を次のように

設定した。

（1）生乳価格形成と生乳生産者組織の役割について

適正な生乳価格を形成し生産者所得の安定を図る

ため、生乳生産者組織は取引交渉力を強化するとと

もに、国際乳製品市場の動向や牛乳・乳製品の消費

性向の変化などを踏まえた生乳需要構造の分析など

を通じて受託販売機能を十分に発揮しなければなら

ない。

こうしたことから、近年における生乳の一元集荷

多元販売機能など指定団体制度をめぐる政策的環境

変化も踏まえて、生乳生産者組織の受託販売機能に

ついて、指定団体制度自体の評価も含め、取引交渉

力や情勢分析力、これらを規定する人材確保、組織

運営、財政基盤など多角的な視点から検討をくわえ、

生乳価格形成力の総合的な強化策を構築する必要が

ある。

（2）需給調整対策と生乳生産者組織の役割について

生乳生産者組織が自主的に取り組んできた生乳計

画生産は、とくに需給緩和期には余剰乳の発生を回

避できず、減産計画や乳製品の廉価での委託製造な

ど、生乳生産者に多大な経済的・精神的負担を強い

ることが少なくなかった。反面、生乳生産の硬直性

ゆえに需要の増加に対応できず、結果として輸入乳

製品に国内市場を明け渡すこともあった。

こうしたことから、今後、乳製品の市場開放圧力

がいっそう強まることも考慮しつつ、国内における

需要の変化に対応した乳資源供給、生乳生産の中長

期的安定、牛乳乳製品の国内自給率向上を図る観点

から、生産者による生乳供給の量的調整（計画生産）

手法のあり方について、乳製品在庫調整の生産者に

よる自主的運営も視野に入れて検討することが必要

である。
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（3）生乳需要安定化対策と

（3）生乳生産者組織の役割について

今後とも、国産生乳の安定的な需要基盤を確保して

いくためには、輸入代替が困難な飲用牛乳市場の安定

確保を基本に、国際競争力を持ち得る液状乳製品の需

要拡大、今後とも堅調な消費が期待される国産ＮＣの

需要拡大を図っていくことが重要である。

その場合、とくに飲用牛乳については、その商品特性

から個別企業でのブランド化やマーケティングに限界

があることから、諸外国のように業界全体での消費拡

大活動が有効である。また、酪農経営及び牛乳乳製品

市場の中長期的安定を図るためには、酪農に対する国

民からの広い理解と共感の獲得が極めて重要である。

こうしたことを踏まえ、今後の生乳需要安定化対策の

あり方と生乳生産者組織の役割や取り組みの方向性に

ついて検討することが必要である。

（4）酪農経営支援対策と

（3）生乳生産者組織の役割について

農協系統組織の経営支援事業の実態は、組織経営の

脆弱化や指導職員の高齢化、さらに出荷乳業者の指導

支援事業からの撤退などを背景に、急速に弱体化し必

ずしも十分に機能しているとは言えない状況にある。

近年では、わが国酪農における経営形態や経営組織の

多様化、企業型大規模経営の出現のなかで、生乳生産

者組織が果たすべき酪農経営に対する指導支援上の機

能には、より緻密で質的にも高いものが求められ

ている。

こうしたことから、生乳生産者組織の経営支援事業

の実態を分析し、当該事業をめぐる課題を明らかにす

るとともに、指定団体が果たすべき役割・機能も含め

今後の対応策を検討する必要がある。

（5）政策形成への関与と

（3）生乳生産者組織の役割について

わが国の酪農経営、生乳需給調整、組織運営等をめ

ぐる環境は、年々厳しさを増し、生乳生産者及びその

組織の努力のみでは、その難局を乗り越えることは困

難になっている。このような情勢の下で、多種多様な

酪農支援策が講じられているが、それらの効果が十分

に発揮されているとは必ずしも言えない。

そこで、わが国酪農の目指すべき方向（あるべき姿）

を検討するとともに、既存政策及びその効果を再評価

し、これらを踏まえて、酪農政策形成過程における生

乳生産者組織の役割を明らかにし、必要な取組を検討

することが必要である。

■ 今後の取り組み

本会議では現在、第三者の評価に耐えうる適正かつ

客観的な「生乳生産者組織による中長期的課題への対

応方策（案）」の作成に向け、専門的視点から指導・

助言を得るために設置したアドバイザリーチーム（学

識経験者）の支援の下、プロジェクトチームにおいて

議論を重ねている。

今後は、指定団体、全国連および関係団体並びに学

識経験者の協力を得て、本会議理事会の下に「酪農基

本問題委員会」（仮称）を設置し、本会議が作成する

「生乳生産者組織による中長期的課題への対応方策

（案）」を検討することとしている。
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